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研究成果の概要（和文）：中央集権的な教育制度を有する韓国では、才能教育における積極的格差是正措置につ
いても①政府、②地方、③機関の3つのレベルにおいて理念や条件に関する共通理解が存在しており、一定の体
系性が確保されていた。また2010年代以降、才能教育における積極的格差是正措置は量的側面においてめざまし
い発展を遂げたことも分かった。一方で、そうした措置を享受する機会が教育対象者選抜に偏っていたり、女子
や障害を持つ子どもなどに対する配慮が不十分なものであったりと、今後解決すべき課題があることも明らかに
なった。

研究成果の概要（英文）：For the affirmative action program in the gifted education, there is a 
common understanding of principles and conditions at 'government level', 'region level' and '
institution level' in Korea. The programs also have a certain systematicity. The affirmative action 
program in the gifted education have achieved remarkable progress in quantitative aspects since the 
2010s. On the other hand, there are problems to be solved in the future, such as bias of opportunity
 to receive consideration and lack of consideration for girls and children with disabilities.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
不利な条件におかれた子どもの才能を積極的に認定し、子ども本人の自己実現と社会の公平性実現の両者に寄与
しようとする積極的格差是正措置は、注目すべき取り組みであるといえる。しかし本研究の成果が示しているよ
うに、これを施策として実施する際には、どの分野の才能を持つ、いかなる条件にある子どもを対象とするのか
について十分な議論と配慮が行われる必要がある。そうでなければ、積極的格差是正措置の趣旨を活かすことが
できないばかりか、不利な条件におかれた子どもの間の不平等を新たに生じさせてしまうおそれすらあるだろ
う。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
  
 才能教育とは、「特定の分野・領域で優れた能力を示す子どもを対象として、その能力を最大
限に伸張するためにおこなわれる特別な教育的措置の総称」である。韓国はアジア諸国の中で
も最も早い時期から、そして最も積極的に国家レベルでの才能教育政策を推進してきた国の 1
つである。韓国における才能教育の嚆矢は、科学者養成を目的として 1983 年に設立された京
畿科学高校である。その後今日に至るまで約 30 年にわたって公的な才能教育が実施されてき
た。2000 年には才能教育のための特別法である「英才教育振興法」も制定されている。一方で、
韓国の才能教育がその導入・発展の過程において、公教育における平等性・公平性の問題、才
能教育機関の受験名門校化の問題など数多くの課題に直面して来たことも事実である。 
 韓国では長らくの間、優秀な科学者をはじめ国家・社会の発展に必要な高度な人材を養成す
るという一点において才能教育実施の正当性が担保されて来た。韓国でこうした状況に変化が
生じたのは 2000 年代に入ってからのことである。2005 年に英才教育振興法が改正され、才能
教育機関の入学者選抜において、生活保護（韓国では「国民基礎生活保障」）受給者の子女や島
嶼・僻地の居住者など、社会経済的あるいは地理的な理由で潜在的な能力を十分に発揮できな
い子どもに対し特別な配慮をおこなうことが規定されたのである。さらに 2008 年には、身体
的・精神的障害が原因で潜在的な能力を十分に発揮できない子どもも特別な配慮の対象に含ま
れることになった。急速な社会変化や教育観の変化を背景に、2000 年代以降の韓国の才能教育
は、社会的格差の是正という新たな役割を担うことになったのである。 
 本研究を計画した段階では、2011 年時点で約 2,000 名の不利な条件にある子どもたちが特別
な配慮に基づく才能教育の対象となっており、これは才能教育対象者全体の 2%に相当する数
字であることが判明していた。しかしながら、韓国の才能教育における積極的格差是正措置の
実態はそれまでほとんど明らかにされていなかった。 一方、2013 年におこなった応募者によ
る予備的な調査を通じて、特別な配慮となる才能児の条件、有する才能の分野、教育対象者に
占める割合などは、地方や才能教育機関ごとに様々であることが明らかになって来た。こうし
た状況から、韓国の才能教育における積極的格差是正措置の全体像を明らかにするためには、
①政府レベル、②地方レベル、③機関レベルの 3 つのレベルにおいて可能な限り網羅的に調査
をおこない、そこで得られた知見を総合的に考察する必要があった。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、①政府、②地方、③機関の 3 つのレベルにおいて、それぞれいかなる理念や方針
に基づき、どの分野の才能を持つ、いかなる条件にある子どもを対象として、どのような内容
の才能教育が立案・実施されているのかについて調査・分析することを通じ、韓国の才能教育
における積極的格差是正措置の実態と特徴、成果と課題について明らかにすることを目的とし
た。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、①関連文献・資料の収集・分析、②中央・地方教育行政機関（教育部・教育庁）
への訪問調査、③個別の才能教育機関に関する実態調査の 3 つを軸に進めていった。そして、
これらの調査・研究を通じて明らかになった①政府レベル、②地方レベル、③機関レベルでの
実態・特徴および成果・課題を総合的に考察し、韓国の才能教育における積極的格差是正措置
の全体像を提示することを目指した。さらに、才能教育における積極的格差是正措置の実施が、
韓国社会の中でどのように「正当化」されているのかについても考察した。 
 
 
４．研究成果 
 
 本研究を進める中で、才能教育における積極的格差是正措置の方針や配慮の対象者となる条
件については、英才教育振興法に基づき政府（教育部）の定めた方針・条件が地方教育行政当
局（市・道教育庁）を通じ末端の機関レベルまで通達され共有されていることが確認された。
ここから、才能教育における積極的格差是正措置についても、韓国の教育制度が有する中央集
権的な特徴が色濃く反映されていることが分かった。一方で、政府が各地方に要求している「才
能教育プログラムの定員の 10％を不利な条件にある階層の子どもに充てる」といった数値目標
は、才能教育対象者の質の保障を重視する地方教育行政当局や教育現場の状況によって、必ず
しも遵守されているわけでないことも明らかになった。確かに韓国の教育制度は中央集権的な
傾向が強く、地方教育行政当局は現場の各機関を指導・監督する役割を担っている。しかし本
研究における調査の中では、現場の事情をよく知り得る立場にある地方教育行政当局だからこ
そ、政府と機関の間に挟まれ苦悩するといった姿もしばしば見られた。 
 さらに本研究を通じ、2016 年時点で積極的格差是正措置による配慮の対象となっている才能
教育対象者は 5,000 名弱であり、上述した 2011 年時点よりも約 2.5 倍に拡大していることが
明らかになった。量的な側面からいえば、韓国の才能教育における積極的格差是正措置は着実



に前進しているといえた。 
 一方で、これら積極的格差是正措置による配慮の対象となっている才能教育対象者の 5 割以
上は経済的要因で不利な条件にある子どもであり、これに地理的要因で不利な条件にある者を
合わせると約 7 割であることも明らかになった。英才教育振興法施行令によれば、積極的格差
是正措置による配慮の対象となるのは、①国民基礎生活保障（わが国の生活保護に相当）受給
者の子女、②島嶼・僻地の居住者、③特別支援教育対象者、④邑・面地域（郡の下の行政区画
で、農村部が多い）の居住者、⑤その他に社会経済的理由で教育機会の格差が発生したと認め
られる者と定められている。しかし実際に配慮の対象となっているのは、上記の①②④に該当
する経済的に貧しい子どもや島嶼・僻地に居住している子どもに大きく偏っているということ
である。また、配慮の内容も、才能教育機関の教育対象者選抜において不利な条件にある子ど
もたちのための特別な定員枠を一般選抜の定員とは別に設けるといった程度のものであり、才
能教育の「過程」や「出口」における配慮はほとんどなされていないという課題も存在してい
ることが分かった。このような配慮の内容では、当然才能と障害を同時に抱える 2E
（twice-exceptional）の子どもは選抜時において相対的に不利になるし、仮に合格したとして
も才能教育機関に入学後特別な配慮が提供される保証はないため、応募に対し慎重にならざる
を得ないと考えられた。さらに、才能教育対象者に占める女子の割合が 4 割に留まっており、
中でも教育段階や専門性が高くなるにつれて女子の割合が急激に減少していくという状況も明
らかになった。たとえば、小学校高学年の子どもを主な対象とする「英才学級」では女子の割
合は 4 割を超えているのに、高校段階の特別学校である「英才学校」ではその割合が 1 割程度
にまで落ちていた。こうした状況には韓国の才能教育の実施分野が数学・科学分野に極端に偏
重していることなどが影響を与えていると考えられ、性別による才能教育の機会の不均衡とい
う点で今後解決すべき大きな課題といえた。 
 以上、本研究を通じて明らかになったことをまとめると、次の通りとなる。第 1 に、中央集
権的な教育制度を有する韓国では、才能教育における積極的格差是正措置についても①政府、
②地方、③機関の 3 つのレベルにおいて理念や条件に関する共通理解が存在しており、一定の
体系性が確保されていた。ただし、現場の状況や才能教育の趣旨を勘案した結果、地方教育行
政当局や各機関が政府の要求する数値目標を必ずしも遵守しないといったケースも見られた。
第 2 に、2010 年代以降、才能教育における積極的格差是正措置は量的側面においてめざまし
い発展を遂げていた。一方で第 3 に、積極的格差是正措置による配慮の対象となっている子ど
もが経済的・地理的な要因によって不利な条件にある子どもに偏っており、障害を持つ子ども
や女子などに対する配慮が不十分なものであったり、配慮の内容が教育対象者選抜において特
別定員枠を設けるという程度に留まっていたりするなど、今後解決すべき課題が複数存在して
いた。 
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